
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第１２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月１８日 １６時２４分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市牛島西方沖 

 丸亀市所在の牛島灯標から真方位２５８°３,１９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.６′ 東経１３３°４４.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 第七けんしょう丸、１９９トン 

   １３２４２４、田浦海運有限会社 

Ｂ 漁船 信
しん

栄
えい

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－１９１７４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ、六級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾ハンドレールに曲損 

Ｂ 左舷船尾テントに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか２人が乗り組み、一等航海士

Ａが、１人で当直に当たり、約１０.０ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）により、自動操舵で備讃瀬戸北航路を西南西進中、

右舷船首方にＢ船を認めたが、Ｂ船とは右舷対右舷で航行するように

なるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 一等航海士Ａは、左舷船首方において、Ａ船より速力が遅い同航船

に接近し、同航船が左右に振れていたので、左右のどちら側から追い

越す方がよいかを考えていたとき、船首方にＢ船を認め、手動操舵に

切り替えて右舵一杯とし、Ｂ船がＡ船の船尾に衝突しないよう、続け

て左舵一杯としたが、平成２５年１２月１８日１６時２４分ごろ、牛

島灯標から真方位２５８°３,１９０ｍ付近において、Ａ船の左舷船

尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、備讃瀬戸北航路において、船尾

から約１００ｍの底引き網を引いて約２kn の速力で東北東進してい

た。 

 船長Ｂは、操舵室で漁具を修理する準備を行い、前を見たところ、

正面にＡ船を認め、舵を右に取ったが、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風 南西、風力 ２、視界 良好 



 

 海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 東流約２kn 

日没時刻：１６時５８分 

 その他の事項  船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、備讃瀬戸北航路を西南西進中、一等航海士Ａが、左舷船首

方の同航船に接近したので、左右のどちら側から追い越そうか思案し

ており、Ｂ船の接近に気付かなかったことから、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、備讃瀬戸北航路を東北東進中、船長Ｂが、操舵室で漁具を

修理する準備を行っていたことから、Ａ船の接近に気付かず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、備讃瀬戸北航路において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が東

北東進中、一等航海士Ａが、左舷船首方の同航船に接近したので、左

右のどちら側から追い越そうか思案しており、Ｂ船の接近に気付か

ず、また、船長Ｂが操舵室で漁具を修理する準備を行っていたため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りを適切に行うこと。 

 


